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研究成果の概要（和文）：本研究を第1段階から第3段階にし実施した。第１段階では、看護学生のSNS活用の実
態調査をした。結果、法的権利では曖昧な知識であることを明らかにした。また、学生のSNSの行動とその規制
の根拠として、過去の経験に基づいた独自の解釈で判断していること、指導後も危機感が薄い学生が存在するこ
とが明らかとなった。一方、実習経験は個人情報保護や著作権に関する法的意識が高まることが明らかとなっ
た。第2段階目では、看護学生のSNS教育教材として「個人情報」「肖像権」「著作権」などをめぐる問題につい
て、実際にあったトラブルに基づいた事例を収集した。第３段階目では、臨地実習における情報モラルガイドを
作成できた。

研究成果の概要（英文）：The study was classified into three stages before execution. The first stage
 about the survey on the reality of SNS usage among nursing students revealed the ambiguity of their
 knowledge on legal rights. The students’ behaviors and restrictions on SNS were identified to be 
based on their arbitrary interpretation and judgment of their personal experiences. 
Also, some students were found to remain relaxed about the risk of their attitude. On the other 
hand, practical nursing experiences demonstrated to increase awareness on legal issues, such as 
protection of personal information and copyright.In the second stage, actual trouble cases 
concerning “personal information,”“portraitright,”“copyright,” etc. were collected as 
education materials on SNS for nursing students.In the third stage, the study successfully created 
an information moral guide for onsite practical lessons.

研究分野： 医歯薬学　看護学

キーワード： 情報モラル　SNS（ソーシャルネットワークサービス）　学生　リーガルマインド　看護

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
看護学生は未資格者であるが、教育上患者の個人情報を知り得る立場である。したがって、SNSの使用は、普段
に増して慎重な扱いをする必要がある。
一方、看護教員も、SNSの指導について限界を感じている。本研究では、教える側と学ぶ側の両者を支援するた
めの有効な教材が必要と考え作成した。情報社会はルールや法律によって成り立っていることを前提に、小手先
の教育ではなく、法律面を土台にした“ものの見方や対策”を踏まえることができる教材は、学生が自分の行動
について、常に、大丈夫だろうかと立ち止まって考えられる姿勢の育成』となり、看護学生に関わらず幅広い学
生へのリーガルマインド教育となるため社会的貢献度は高い

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
文部科学省は，小・中・高校の教育における ICT(Information and Communication Technology）
教育を促進すると同時に,『携帯電話やパソコンなどを通じたインタ－ネット利用が急速に普及
し，インタ－ネット上での誹謗中傷やいじめ，インタ－ネット上の犯罪や違法・有害情報などの
問題が発生しており，こうした問題を踏まえ，「情報モラル」について指導することが必要』1）
としている。 
看護師は，「保健師助産師看護師法第 44 条」に則り守秘義務が課せられ，臨床においても高度な
倫理性が要請され，情報漏えいに至らない知識と慎重な行動が必要である。看護学生は未資格者
であるが，教育上患者の個人情報を知り得る立場であり，個人情報に関する管理の責任は重大で
ある。しかし，現在のカリキュラムにおいては，看護の現状に則した系統的な情報倫理教育は構
築されてない。 
一方、学生の SNS 利用による臨地実習中での情報漏えいトラブルは増加し，目覚しい勢いで発
展，変化する SNS への対応に看護教員も困難を感じている。また，Free Wi-Fi の利用も増加し
ているが，そのデメリットとして情報漏えいの可能性がある。このような現状において，学生が
SNS の正しい活用知識がないまま利用し続けることは，患者情報の漏えいリスクが高まること
が懸念される。IT 技術は，日々変化，発展しているが，看護の倫理は，複雑で多様な人間に対
応するため，思考過程を土台に倫理の本質から多面的に考えられる揺るぎない知識と行動を段
階的に育成することが，看護教育の責務と考える。したがって,看護学生の情報倫理教育の中で
も SNS 教育の必要性は喫緊の課題であり，優先度が高い。 
すなわち，小手先の教育ではなく，法律面を土台にした“ものの見方や対策”を踏まえた上 
で，看護の現状と情報システムの特徴など，法律･看護・情報科学のそれぞれの専門知識と実践
を融合したシステマティックな教材を作成することが重要である。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は，看護における思考過程に則したシステマティックな情報倫理教育を実現す

るために，看護学生の思考過程に基づいた「学習者参画型 SNS 利用における情報倫理教育」（以
下, SNS 倫理教育）教材を開発し，授業への導入を通してその有用性を実践的に評価することで
ある。 
 
３．研究の方法 
 ３．研究の方法 
 
第 1段階目 
 目標；看護師養成機関の看護学生へのＳNS 教育の実態把握質問紙調査 
 ＳNS 利用の実態、学年、利用しているＳNS ツール、使用頻度、投稿やセキュリティ対策状
況、ＳNS マナーやルールの順守状況、SNS 講義受講状況、利用教材、トラブルの有無。 
 対象；看護専門学校、看護短期大学、看護大学で学ぶ学生 
 分析；基本的統計処理後、属性・SNS の教育位置づけ、使用教材、ならびにトラブルの有無等
との関連について統計的分析を実施し検討する。 
１） インタビューガイドの作成 
１） の質問紙調査のデータから、SNS を介したトラブル事例と対策についてまとめる。 
 
３）インタビュー調査の実施 
 対象：学生と看護教員に実施 
 分析；回収データから、カテゴリーに分類しトラブルの傾向を把握する。 
 
第 2段階目 
 目標；看護学生の思考過程に基づいた SNS 情報倫理教育に有効な教材を作成する。 
１） 小冊子の内容検討 
【検討内容】 
「各学年に必要な内容」と「基礎から応用に発展するような構成」の検討を行う。 
「法律に関すること」 
「トラブル事例の看護に関わる内容の整理」 
「情報倫理に関すること」 
「小冊子のデザイン」 
 
第 3段階目 
 目標；看護教育施設に作成した小冊子を無償配布する。 
 小冊子を倫理に関する講義や、実習のオリエンテーションなどの学生指導で活用し、情報倫理



における SNS 情報倫理教育教材としての有用性の評価ができるようにする。 
 
 
４．研究成果 
１）第 1 段階目 
（１）看護学生をとりまくＳＮＳの実態の調査 
①看護学生の SNS に関する規範行動と法的権利の理解度との関係性について２） 
法的権利に関する知識については、「著作権」「肖像権」「プライバシー権」のいずれも「知って
いる」の回答が約 90%を占めていたことから、権利としての認知度は高いことが明らかとなった。
また、SNS に関する行動事例の是非については、「テレビアニメを録画して、海外の録画保存サ
イトにアップロードする（著作権）」ことや、「クラスメイトの住所録をコピーして他人に渡す（プ
ライバシー権）」ことなどについては 80%以上が誤った行動として理解していた。 
一方、肖像権や著作権に関連する項目では、特に友人との写真を SNS に掲載することや、インタ
ーネットから文章や画像を転用することに関するものについて正答率が低かった。   
知らぬ間に法を犯し、自らが危険に晒されていることへの認識が非常に低いことが示唆された。 
さらに、本調査では項目 7 の「他人の著作物である楽曲を自分で演奏し、歌って動画投稿する」
の回答を誤りとしている。しかし、JASRAC と包括契約をしているサイトであれば大丈夫である。
YouTube は包括契約している。すなわち、条件によっては「可」となる行動があることも知識と
して持つことが必要と示唆された。 
一方、行動事例の正答率が 50%以下を占めていた項目が約 25%あった。 
文部科学省が 2018 年度に実施した、国内における私的録画に関するアンケート調査では、著作
権に関する認知度は 96％であると示された。 
 
②看護学生の SNS 利用における著作権、肖像権、個人情報に関する知識と行為の現状について
3） 
SNS の権利について「知っている」「聞いたことはある」「知らない」の 3 件法で尋ねた。また、
SNS 行為を例示し、その行為により侵害、または擁護される権利を選択させ、例示した行為の正
誤を尋ねた。SNS の権利において「知っている」は、著作権では 87名、肖像権では 75名、個人
情報保護では 95 名であった。次に、SNS の行為に関連する権利の正誤について、最も正解率の
高かった項目は「ブログなどに好きな歌詞や小説などを全文掲載した」、次いで「他人の著作物
である楽曲を自分で演奏したり、歌ったりしている音声データや映像データを動画投稿サイト
に投稿したり、ブログに公開した」など 3項目が 90%以上を占めた。一方、正解率が低い項目は
「JRの所有する列車の写真を撮影し、個人ブログで公開した」であった。さらに、著作権を「知
っている」と回答した 31名のうち 27 名が、「有名料理店で出された料理を撮影し、インスタグ
ラムに載せた」を≪正しい≫と回答していた。一方、SNS の行為の正誤と SNS の権利を「知って
いる」と「知らない」との間に有意差はなかった。 
SNS の権利については、それぞれ 70%以上の学生は知っていると回答している。しかし、権利に
ついて「知っている」と行為には関連がないことが明らかとなった。特に、インスタグラムでの
投稿については、80%以上の学生が問題視していなかったことが明らかとなった。小説や歌詞な
どの著作物に対する意識は高いが、写真などの画像についての意識は低いことが窺えた。近年で
は≪インスタ映え≫が過熱しているが、その裏に潜む著作権、肖像権の侵害や個人情報流出など
のトラブルについて十分に周知した上での行為がとれるような指導が必要。 
 
③SNS の指導を受けた看護学生が抱いた SNS 活用に対する認識について 4） 
指導直後の学生の認識として 191 コード、４カテゴリー、11 サブカテゴリーが抽出された。≪
個人情報保護≫では[患者の個人情報の漏えい防止] [SNS の投稿の自制][情報漏えいの当事者
となる不安][肖像権侵害][セキュリティ意識]の５つのサブカテゴリーが、≪倫理行動≫では[看
護職として必要な倫理行動][看護学生としての倫理意識の変容]の２つのサブカテゴリーが抽出
された。また、≪危機管理意識≫では[日常生活における危機管理][大学生活での危機管理]の２
つのサブカテゴリーが、≪今後の教育への示唆≫では、[SNS 問題に関する意見][SNS の取り扱い
への不十分な理解]の２つのカテゴリーが抽出された。 
 
④SNS 利用に関する指導を受けた学生の SNS 行動に対する許容範囲は変化の有無について 5） 
本研究では、SNS 利用について指導を行う前(以下、1 回目)と 3 カ月後（以下、2 回目）に同様
の内容で構成した自記式アンケート調査を行った。質問内容は、「①講義で配布されたプリント
や板書をスマートフォンで撮影し、ネットで公開する」｢②講義で配布されたプリントや板書を
スマートフォンで撮影し、LINE でアップして友人に送る｣「③講義で配布されたプリントや板書
をスマートフォンで撮影し、個人だけで使用する」「④講義で配布されたプリントや板書を担当
教員の許可を得た後、スマートフォンなどで撮影し、個人だけで使用する」「⑤友人がオリジナ
ルで作成した動画が公開された後、あなたが YOUTUBU 等にアップロードする」「⑥近況報告とし
てクラスメイトや、友人と一緒の写真を LINE でアップする」「⑦大学での部活・サークル活動や
大学祭等の出来事をブログに掲載する」「⑧大学の講義や実習の感想をして『疲れた～』などの
心境を Twitter でつぶやく」「⑨大学にある人体模型などを用いて、面白い写真を撮り LINE 等で



友人に送る」の 9項目の質問を作成した。 
SNS の実施状況では、 7 項目において 1回目より 2回目のほうが「実施しない」の回答が有意に
多くなった。しかし、回答の具体的な内訳から、講義で配布したプリントや板書について、許可
を得ないで撮影しても個人で使用すれば大丈夫としている学生や、友人との写真を LINE でアッ
プする学生が指導後も半数以上を占めていた。また、心境を Twitter でつぶやくことについて
は、指導後も 60％以上の学生がやっても大丈夫と考えていることが明らかとなった。 
 
２）第 2 段階目 
（１）小冊子の内容の検討 
①看護学生の SNS のリスクリテラシー教育教材に必要な要素について 6） 
看護学部 1 年生で実習を経験していない学生対象に半構成的グループインタビュー（1 回 60 分
程度×３グループ）を実施した。インタビューの主な内容は、１．SNS を使用する際の心構えと
対応について。２．看護師を目指す者として SNS の取り扱いについて尋ねた。 
結果は、146 コード、２カテゴリー、12サブカテゴリーが抽出された。カテゴリー≪過去の経験
≫では[ニュース] [友達とのトラブル][学校でのトラブル][学校での指導][家庭での指導]［そ
の他］の 6 サブカテゴリーが、≪Ｍｙルール≫では[個人情報][発言の選択][肖像権][制限][著
作権][その他]の 6サブカテゴリーが抽出された。 
対象者が SNS を活用する際のリスクリテラシーとなっているものとして≪過去の経験≫であっ
た。すなわち、実際に自分の身近で起きたことや、ニュースなどで見聞きしたことが知識として
明らかとなった。また、≪My ルール≫では、過去の経験から自分たちが考える範囲を設定して
いた。すなわち、SNS 活用における「善」と「悪」について学生が過去に経験した内容から自身
の都合で判断していることが明らかとなった。 
以上から、看護学生の SNS 教育教材には、以下の項目を取り入れる。 
My ルールとして解釈している「個人情報」「発言の選択」「制限」「肖像権」「著作権」などをめぐ
る問題について、実際にあったトラブルに基づいた事例を活用する。 
 
②ＳNSに関するリーガルマインドの段階別指導に必要な要素 7） 
 これまでの研究結果から、看護学生には、職業倫理を意識したソーシャル・ネットワーキング・
サービス（以下、SNS）の危険の可能性を理解し（＝リスク）活用できる力（リテラシー）が必
要であることを明らかにしてきた。すなわち、入学直後から学生の SNS リスクに応じたリテラシ
ーの段階的指導システムの確立が必要と考える。SNS を活用するその先には法律があることを念
頭にすることで、リスクリテラシーの育成ができるともいえる。 
本調査では、入学して間もない看護学生の SNS 行動からリスクの現状を明らかにした。 
その結果、61 コード、8サブカテゴリーが抽出され、3カテゴリーが生成された。次に示すのは、
抽出したカテゴリーとサブカテゴリーである。≪情報収集≫は[習慣的行動][興味や趣味][生活
情報の収集]が抽出され、主に YouTube ・Instagram などの閲覧だった。≪情報発信≫は、[友人
等][不特定多数][ネットを通じた特定の集団や人]が抽出され、Instagram・ストーリ・Twitter
への投稿に関する内容であった。≪双方向型コミュニケーション≫は、[知り合い][大学クラス
メイト]が抽出され、Facebook・LINE を使った発言であった。 
本調査結果から、Instagram などについて、掲載の許可を受けている内容を述べる学生はいなか
った。Facebook に個人情報を公開している学生が見受けられた。双方向型コミュニケーション
については講義内容の無断公開に関する内容だった。これらの結果から、小冊子に必要な要素と
しては、入学後、早い段階から SNS の活用についての指導で使えるような構成で作成するよう方
向性の決定ができた。 
 
2）第３段階目 
（1）小冊子の作成と無料配布 
小冊子の作成 
 本研究期間に明らかにできたこと 
①看護学生の SNS 活用の現状として、著作権、肖像権、個人情報などの法的権利については曖昧
な知識である 
②行動の是非については、過去の経験に基づいた独自の解釈における My ルールの中で判断して
いる傾向があること 
③指導をしたとしても危機感が薄い学生が存在すること 
④メリットとして実習経験は個人情報保護や著作権に関する法的意識が高まること 
⑤実習を経験していない学生の SNS 行動抑制としては、身近に起きたトラブルや、身近ではなく
ても年齢が近い者が関係する事件などは印象が強く SNS 行動の是非の判断に影響していること  
 
以上の結果をもとに「臨地実習におけるモラルガイド」を 15000 冊作成した。 
 
現在、配布中。 
【成果物の「ダウンロードフォーム」】 
https://www.shubun.ac.jp/educate/kango/moral_guide/ 
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